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○
専
決
処
分
と
は

　
議
会
が
議
決
す
べ
き
案
件
（
条
例
な
ど
）
に
つ
い
て
、
市
町
村
長
が
議
会
を
招
集
す
る
暇

（
い
と
ま
）
が
な
い
と
認
め
る
と
き
な
ど
に
お
い
て
、
市
町
村
長
が
議
会
に
代
わ
っ
て
決
定

を
行
う
も
の
。
事
後
、
議
会
に
報
告
し
、
承
認
を
得
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

○
暫
定
予
算
と
は

　
本
来
、
予
算
は
会
計
年
度
開
始
前
に
成
立
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
成
立
し

な
い
場
合
に
、
一
定
期
間
分
の
必
要
最
小
限
の
予
算
に
つ
い
て
定
め
る
予
算
の
こ
と
。
本
予

算
が
成
立
し
た
と
き
に
は
暫
定
予
算
は
失
効
し
、
本
予
算
に
吸
収
さ
れ
る
。

○
在
任
に
関
す
る
特
例
と
は

　
市
町
村
の
合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
七
条
で
、
合
併
関
係
市
町
村
の
議
会
の
議
員
に
つ

い
て
は
、
協
議
に
よ
り
、
合
併
後
二
年
を
越
え
な
い
範
囲
で
引
き
続
き
合
併
市
町
村
の
議
会

の
議
員
と
し
て
在
任
す
る
こ
と
を
認
め
る
規
定
の
こ
と
。

　
伯
耆
町
の
初
議
会
と
な
る
平

成
十
七
年
第
一
回
町
議
会
臨
時

会
が
一
月
十
二
日
（
水
）
、
伯

耆
町
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

で
開
か
れ
、
初
代
議
長
に
西
村

忠
氏
（
伯
耆
町
坂
長
）
、
副
議

長
に
箕
矢
静
人
氏
（
伯
耆
町
栃
原
）

が
そ
れ
ぞ
れ
選
ば
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
今
回
の
臨
時
会
で
は
、

伯
耆
町
役
場
の
位
置
を
定
め
る

条
例
ほ
か
百
七
十
四
件
の
条
例

の
専
決
処
分
や
、
平
成
十
六
年

度
伯
耆
町
一
般
会
計
暫
定
予
算

ほ
か
十
五
件
の
暫
定
予
算
の
専

決
処
分
等
に
つ
い
て
審
議
が
行

わ
れ
、
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お

り
承
認
、
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　
伯
耆
町
議
会
発
足
時
の
議
員

は
二
十
八
人
。
市
町
村
の
合
併

の
特
例
に
関
す
る
法
律
第
七
条

の
在
任
に
関
す
る
特
例
を
適
用
し
、

旧
二
町
の
議
会
議
員
全
員
が
、

平
成
十
七
年
四
月
三
十
日
ま
で

引
き
続
き
在
任
す
る
こ
と
に
な

っ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
伯
耆
町
議
会
議
員
の

定
数
は
十
六
人
。
在
任
特
例
が

終
わ
る
今
年
四
月
に
は
、
伯
耆

町
初
の
町
議
会
選
挙
が
行
わ
れ

る
予
定
と
な
っ
て
い
ま
す
。
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○
専
決
処
分
事
項
の
承
認
を
求

め
る
こ
と
に
つ
い
て

　
①
伯
耆
町
役
場
の
位
置
を
定

め
る
条
例
ほ
か
百
七
十
四
件
を

定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、
地
方

自
治
法
第
百
七
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
処
分
し
た
こ
と

が
報
告
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

　
②
平
成
十
六
年
度
伯
耆
町
暫

定
予
算
を
定
め
る
こ
と
に
つ
い
て
、

次
の
暫
定
予
算
に
つ
い
て
地
方

自
治
法
第
百
七
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
処
分
し
た
こ
と

が
報
告
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

・
一
般
会
計
暫
定
予
算

・
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
暫

定
予
算

・
老
人
保
健
特
別
会
計
暫
定
予

算
・
水
道
事
業
会
計
暫
定
予
算

・
簡
易
水
道
事
業
特
別
会
計
暫

定
予
算

・
小
規
模
水
道
事
業
特
別
会
計

暫
定
予
算

・
丸
山
地
区
専
用
水
道
事
業
特

別
会
計
暫
定
予
算

・
小
野
地
区
専
用
水
道
事
業
特

別
会
計
暫
定
予
算

・
町
営
公
園
墓
地
事
業
特
別
会

計
暫
定
予
算

・
農
業
集
落
排
水
事
業
特
別
会

計
暫
定
予
算

・
小
規
模
集
合
排
水
事
業
特
別

会
計
暫
定
予
算

・
公
共
下
水
道
事
業
特
別
会
計

暫
定
予
算

・
浄
化
槽
整
備
事
業
特
別
会
計

暫
定
予
算

・
住
宅
新
築
資
金
等
貸
付
事
業

特
別
会
計
暫
定
予
算

・
有
線
テ
レ
ビ
放
送
特
別
会
計

暫
定
予
算

・
索
道
事
業
会
計
暫
定
予
算

平成１７年１月１２日現在
（任期：平成１７年１月１日～平成１７年４月３０日）
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